
山江村農業委員会総会議事録 

１． 開催日時 令和６年１２月９日（月）午前９時００分から午前１０時１６分 

 

２． 開催場所 山江村役場 ２階大会議室 

 

３． 出席委員（１５名） 

      

     農業委員          ８名 

     推進委員          ７名 

 

４． 欠席委員（なし） 

 

５． 議事日程 

  日程１ 開会（事務局長） 

  日程２ 会長挨拶（会長） 

  日程３ 諸般事情報告 

  日程４ 議事録署名委員の指名について 

  日程５ 議第４２号農地法第１８条第６項の規定による賃貸借等の解約の承認について 

  日程６ 議第４３号農地法第３条の規定による、許可申請に対する意見決定について 

  日程７ 議第４４号農地法第３条の規定による、許可申請に対する意見決定について 

  日程８ 議第４５号農地法第５条の規定による、許可申請に対する意見決定について 

  日程９ 議第４６号農地法第５条の規定による、許可申請に対する意見決定について 

  日程１０ 議第４７号山江村農用地利用集積計画（第９次）に対する意見決定について 

  日程１１ その他 

  日程１２ 今後の行事 

  日程１３ 閉会（会長） 

 

６． 農業委員会事務局職員  事務局長  
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７.  会議の概要 

 

事務局長       それではご起立お願いします。一同礼。ご着席ください。 

           山江村農業委員会における農業委員の総数は８名で、本日の出席委員

は８名であります。山江村農業委員会総会規則第８条の定足数に達して

おりますので、総会の成立を宣言いたします。それでは只今より令和６

年１２月期の農業委員会総会を開会いたします。 

           日程２「会長挨拶」会長がご挨拶を申し上げます。 

 

会長         （会長挨拶） 

 

事務局長       ありがとうございました。 

           次に日程３「諸般事情報告」となっております。農業委員、農地利用

最適化推進委員におかれましては、何かございませんでしょうか。 

 

           （なしの声） 

 

事務局長       ないようでございますので次に進みたいと思います。 

           日程４「議事」に入ります。日程４以降につきましては、会長にて議

事進行をお願いいたします。 

 

議長         はい。これより、議事に入ります。まず、日程４議事録署名委員の指

名について。山江村農業委員会総会規則第２０条第２項に規定する議事

録署名委員ですが、議長が会議において指名することとなっております

ので、私から指名をさせていただきます。今回の議事録署名委員は７番

農業委員、８番農業委員にお願いいたします。次に日程５、            

議第４２号「農地法第１８条第６項の規定による賃貸借等の解約の承認

について」を議題とします。事務局より議案の朗読と説明をお願いいた

します。 

 

事務局長       それでは、議第４２号についてご説明いたします。総会資料の１ペー

ジをお開きください。議第４２号「農地法第１８条第６項の規定による

賃貸借等の解約の承認について」農地法第１８条第６項及び同法施行規

則第６６条の１項の規定により、別紙のとおり賃貸借の合意解約通知が

あったので承認を求める。令和６年１２月９日提出、山江村農業委員会

会長。２ページから３ページまでが、解約通知書と合意解約書の写しで

す。（申請内容について説明）。４ページに地籍図を添付しております。

（場所について説明）。解約の目的は、山江村公共事業に伴う用地買収

による解約であります。以上でございます。 
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議長         はい。それでは、事務局の説明が終りましたので、これより質疑に入

ります。農業委員の方、何かございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         推進委員の方からでも結構ですので、意見・質疑ありませんでしょう

か。 

 

           （なしの声） 

 

議長         再度、農業委員の方、質疑・意見ございませんか。 

 

６番農業委員     はい。 

 

議長         はい。６番農業委員。 

 

６番農業委員     はい。この公共事業の中身というのは、何なんでしょう。 

 

議長         事務局よりお願いします。 

 

事務局長      はい。ではお答えします。公共工事というのはですね、令和２年７月の

豪雨災害によりまして被災をしておりましてですね、湯木川内橋を嵩上

げをしております。その時に農地の方を工事に伴って嵩上げをされたと

いうことで、現況道路のようになっていると。また農地に戻すには段差

が低くて農地として復元できないこともあって、土地の所有者から、も

う戻せないんだったら村で管理をしていただけないかという話があっ

て、災害復旧に伴う工事と聞いております。 

 

６番農業委員     はい。ありがとうございます。 

 

議長         はい。よろしいでしょうか。 

 

６番農業委員     はい。 

 

議長         他にございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         はい。ないようですので、それでは採決といたします。議第４２号「農

地法第１８条第６項の規定による賃貸借等の解約について」異議がない
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方は挙手をお願いいたします。 

 

           （全員挙手） 

 

議長         はい。全員挙手により、議第４２号は原案のとおり承認いたします。 

 

議長         次に日程６、議第４３号「農地法第３条の規定による許可申請に対す

る意見決定について」を議題とします。それでは、事務局より議案の朗

読と説明をお願いいたします。 

 

事務局長       それでは、議第４３号について説明をいたします。総会資料の５ペー

ジをご覧ください。議第４３号「農地法第３条の規定による許可申請に

対する意見決定について」農地法第３条の規定による、別紙の許可申請

があったので意見決定のため審議を求める。令和６年１２月９日提出、

山江村農業委員会会長。６ページをご覧ください。農地法第３条の規定

による所有権移転許可申請書の内容でございます。申請者の氏名等につ

いては譲渡人が〇〇在住の方、譲受人は○○在住の〇区の方であり、許

可を受けようとする土地の字、地番、地目、面積はご覧のとおりです。

総面積が 1,033㎡でございます。総額は記載のとおりとなっており、経

営計画等の内容につきましては、記載のとおりとなっております。７ペ

ージが申請書の写しになります。８ページから９ページに位置図及び現

況写真を添付しております。農地法第３条第２項各号の判断につきまし

ては、１０ページの調査書のとおりとなっております。なお、現地調査

につきましては、譲渡人、譲受人、担当農業委員と担当推進委員と共に

１２月３日に行っております。以上でございます。 

 

議長         はい。それでは、事務局の説明が終わりましたので、職務代理者から

補足説明をお願いいたします。 

 

職務代理者      それでは、説明いたします。１２月の３日ですね、１０時より譲渡人、

譲受人、事務局長、担当推進委員そして私の５名で行っております。現

地としましては○○から１００メートルくらい行った所で、２ヶ所ある

わけですけれども、その中で栗が少し生えておりましたけれども、剪定

すれば何とかなるのかなというところで担当推進委員とそうやって話

をしたところであります。買い手の方は大工さんでありますけれども、

年をとって栗をしてみようかなということで話し合ったわけでござい

ますけれども、大変仲が良くてそんな話になったわけでございます。今

後、精一杯頑張るということでございましたので、どうかよろしくお願

いします。以上です。 
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議長         はい。続きまして、同様に立会いを行いました担当推進委員から他に

何かありませんでしょうか。 

 

担当推進委員     特にありません。 

 

議長         はい。それでは、担当委員の説明が終りましたので、これより質疑に

入ります。農業委員の方、何かございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         推進委員の方からの質疑・意見等ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         再度、農業委員の方、質疑・意見ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         はい。質疑・意見ないようですので、それでは採決をいたします。議

第４３号農地法第３条の規定による許可申請に対する意見決定につい

て異議がない方は挙手をお願いいたします。 

 

           （全員挙手） 

 

議長         はい。全員挙手により、議第４３号は原案のとおり決定いたします。 

 

議長         次に日程７、議第４４号「農地法第３条の規定による許可申請に対す

る意見決定について」を議題とします。それでは、事務局より議案の朗

読と説明をお願いいたします。 

 

事務局長       それでは、議第４４号について説明をいたします。総会資料の１１ペ

ージをご覧ください。議第４４号「農地法第３条の規定による許可申請

に対する意見決定について」農地法第３条の規定による、別紙の許可申

請があったので意見決定のため審議を求める。令和６年１２月９日提出、

山江村農業委員会会長。１２ページをお開きください。農地法第３条の

規定による所有権移転許可申請書の内容でございます。申請者の氏名等

については譲渡人が山江村在住の〇区の方、譲受人は○○在住の〇区の

方であり、許可を受けようとする土地の字、地番、地目、面積はご覧の

とおりです。総面積が 4,334㎡でございます。総額は記載のとおりとな

っており、経営計画等の内容につきましては、記載のとおりとなってお
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ります。なお譲受人の経営面積につきましては、世帯員の所有する面積

となっております。１３ページが申請書の写しになります。１４ページ

から１５ページに位置図及び現況写真を添付しております。農地法第３

条第２項各号の判断につきましては、１６ページの調査書のとおりとな

っております。なお、現地調査につきましては、譲渡人、譲受人、会長

と担当推進委員と共に１２月３日に行っております。以上でございます。 

 

議長         はい。それでは、事務局の説明が終わりましたので、私から補足説明

をいたします。 

           １２月３日９時より、譲渡人の方、譲受人の方、事務局長、担当推進

委員、私の５名で現地調査を行いました。（場所について説明）。そこは

樹園地ですが、譲渡人の方が高齢となり管理が難しく、親戚関係でもあ

る譲受人の方へ贈与をするということです。今後、二人で管理をしてい

くということです。審議の程よろしくお願いいたします。 

 

議長         続きまして、同様に立会いを行いました担当推進委員から他に何かあ

りませんでしょうか。 

 

担当推進委員     特にありません。 

 

議長         はい。それでは、担当委員の説明が終りましたので、これより質疑に

入ります。農業委員の方、何か意見ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         推進委員の方からの質疑・意見等ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         再度、農業委員の方、質疑・意見ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         はい。質疑・意見ないようですので、それでは採決をいたします。議

第４４号農地法第３条の規定による許可申請に対する意見決定につい

て異議がない方は挙手をお願いいたします。 

 

           （全員挙手） 

 

議長         はい。全員挙手により、議第４４号は原案のとおり決定いたします。 
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議長         次に日程８、議第４５号「農地法第５条の規定による、許可申請に対

する意見決定について」を議題とします。事務局より議案の朗読と説明

をお願いいたします。 

 

事務局長       はい。それでは、議第４５号について説明をいたします。総会資料１

７ページをご覧ください。議第４５号「農地法第５条の規定による、許

可申請に対する意見決定について」農地法第５条の規定により、別紙の

許可申請があったので意見決定について意見を求める。令和６年１２月

９日提出、山江村農業委員会会長。続きまして１８ページをご覧くださ

い。農地法第５条による、農地転用許可申請書の内容でございます。（申

請地所在について説明）。譲受人は山江村、譲渡人は〇区の方となりま

す。転用目的は山江村石蔵活用拠点整備事業によるものでございます。

申請理由としましては、本村に寄贈された石蔵を石材として活用し、山

江村の更なる産業振興及び賑わいの創出を図る為、やまえ栗の加工販売

施設や公園等を整備するものでございます。１９ページが申請書の写し

であり、関係事項等につきましてはご覧の通りでございます。資金につ

きましては、土地取得費並びに設計等に係る業務委託料につきましては、

令和６年度山江村一般会計予算に計上されていることを確認しており

ます。申請地の農地区分につきましては、農地から概ね 300メートル以

内に役場があることから「第３種農地」であると判断しております。２

０ページから２１ページに位置図、現況写真を添付しております。現地

調査につきましては譲渡人・譲受人の担当課職員２名、会長、職務代理

者と担当推進委員と共に１２月３日に行っております。以上でございま

す。 

 

議長         はい。それでは、事務局の説明が終わりましたので、職務代理者から

補足説明をお願いいたします。 

 

職務代理者      はい。それでは、説明いたします。今、事務局長からあったわけでご

ざいますが、そこのすぐ近くの銀杏の木のある所でございますけれども、

けっこう広くてですね大変良い所だと私は思っております。現在、銀杏

の木があるわけでございますけれども、伐採、それと用水路の方もあり

ますので、その整備も大変と思います。そしてまた嵩上げの方もありま

すので大変と思いますけれども、良い所と思いますので、審議の程よろ

しくお願いいたします。 

 

議長         続きまして、同様に立会いを行いました担当推進委員から何かありま

せんでしょうか。 
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担当推進委員     はい。現地については２１ページに土地区画のレイアウトがあります

けれども、中央付近にですね里道と水路、それから池がありますね。こ

の里道、水路については、特に水路については住宅地の村道○○線の住

宅地の境界線上にですね水路を移設するというようなお話でございま

した。それから、この当該農地については農振地域を除外されておると

いうことでございました。以上です。 

 

議長         はい。それでは、担当委員の説明が終りましたので、これより質疑に

入ります。農業委員の方、何か質疑・意見ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         推進委員の方からの質疑・意見等ございませんか。 

 

議長         はい。○○推進委員。 

 

○○推進委員     第３種というのはどういうふうな農地の扱いになるんでしょうか。 

 

事務局長       第３種につきましてはですね、都市計画区域内とか住宅が広がってい

るとか、農振農用地区域内ではないということが前提ですけれども、そ

れであと役場から 300 メートル以内とかですね、あと水道とかガス管、

下水管とかが埋設されている土地があるとかということで、これから住

宅地ができていくような土地、これから発展していくような土地内にあ

る農地が第３種農地ですね。 

 

○○推進委員     わかりました。 

 

議長         よろしいでしょうか。 

 

○○推進委員     はい。 

 

議長         他にございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         事務局の方から補足説明をお願いいたします。 

 

事務局長       すみません、この案件につきましては 3,000㎡を超えているというこ

とで、１２月２０日に行われます県の常設審議委員会で県の案件として

説明を行うようにしています。最終的には県の許可判断が下りるという
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ことになりますので申し添えておきます。 

 

議長         よろしいでしょうか。農業委員の方、質疑・意見ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         推進委員の方からの質疑・意見ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         はい。質疑が意見ないようですので、それでは採決をいたします。議

第４５号農地法第５条の規定による許可申請に対する意見決定につい

て異議がない方は挙手をお願いいたします。 

 

           （全員挙手） 

 

議長         はい。全員挙手により、議第４５号は原案のとおり決定いたします。 

 

議長         次に日程９、議第４６号「農地法第５条の規定による、許可申請に対

する意見決定について」を議題とします。事務局より議案の朗読と説明

をお願いいたします。 

 

事務局長       はい。それでは、議第４６号について説明をいたします。総会資料２

３ページをご覧ください。議第４６号「農地法第５条の規定による、許

可申請に対する意見決定について」農地法第５条の規定により、別紙の

許可申請があったので意見決定について意見を求める。令和６年１２月

９日提出、山江村農業委員会会長。続きまして２４ページをご覧くださ

い。農地法第５条による、農地転用許可申請書の内容でございます。（申

請内容について説明）。申請地の農地区分につきましては、住宅が連た

んしている区域に接し、１０ヘクタールの広がりがない農地である「第

２種農地」であると判断しました。２６ージから２７ページに位置図、

現況写真を添付しております。現地調査につきましては譲渡人の代理の

方、譲受人の代理の方、会長、担当推進委員と共に１２月３日に行って

おります。以上でございます。 

 

議長         はい。それでは、事務局の説明が終わりましたので、私から補足説明

をいたします。 

           １２月３日９時２０分頃より、譲渡人の代理の方１名、譲受人の代理

の方、事務局長、担当推進委員、私の５名で現地確認を行いました。（場

所について説明）。この農地につきましては写真で見る限り数年は作っ
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ておりません。しかし草刈り等の管理は行っておりましたので耕作放棄

地まではなっておりません。今後も作る予定はないということで譲渡人

と譲受人の方で合意をし、今回の申請ということになりました。譲受人

の方はこの農地と隣の栗が植えてあります原野の方も一緒に整地をし、

倉庫・車庫を建設する予定であるということです。審議の程よろしくお

願いいたします。 

 

議長         続きまして、同様に立会いを行いました担当推進委員から何かありま

せんでしょうか。 

 

担当推進委員     特にありません。 

 

議長         はい。それでは、担当委員の説明が終りましたので、これより質疑に

入ります。農業委員の方、何かございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         推進委員の方からの質疑・意見等ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         再度、農業委員の方、質疑・意見ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         はい。質疑・意見ないようですので、それでは採決をいたします。議

第４６号農地法第５条の規定による許可申請に対する意見決定につい

て異議がない方は挙手をお願いいたします。 

 

           （全員挙手） 

 

議長         はい。全員挙手により、議第４６号は原案のとおり決定いたします。 

 

議長         次に日程１０、議第４７号「山江村農用地利用集積計画（第９次）に

対する意見決定について」を議題とします。事務局より議案の朗読と説

明をお願いいたします。 

 

事務局長       それでは、議第４７号についてご説明をいたします。総会資料の２８

ページをお開きください。議第４７号「山江村農用地利用集積計画（第

９次）に対する意見決定について」令和６年山江村農用地利用集積計画
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（第９次）を定めることについて、農業経営基盤強化促進法附則第５条

第１項の規定により、山江村長から意見を求められたので、この計画に

ついて可否を求める。令和６年１２月９日提出、山江村農業委員会会長。

２９ページから３０ページが意見書の写しでございます。３１ページが

総括表となっております。３２ページの利用権の設定等状況一覧表をご

覧ください。こちらにつきましては、農地中間管理事業を利用せず相対

での利用権設定となっております。今回申請されましたのは新規設定が

５件です。案件の総面積は 4,456㎡でございます。それでは、賃借権の

新規設定１件１筆分についてご説明いたします。総会資料の３３ページ

をご覧ください。賃借権の新規設定に係る申請でございます。（申請内

容について説明）。３５ページから３６ページまでに地籍図、現況写真

を添付してあります。現地調査につきましては、会長と担当推進委員と

ともに１２月３日に行っております。以上でございます。 

 

議長         はい。それでは、事務局の説明が終りましたので、私から説明を行い

ます。１２月３日９時４０分頃より、この場所につきましては、貸し手

の方、借り手の方も欠席でしたが、事務局長と私と担当推進委員の方で

確認を行ったところです。この場所については１枚の田んぼですが名義

が３名の方の名義になっております。約４～５年前から耕作されておら

ず今回の申請となりました。この方については物納となっております。

借り手の方は認定法人の方です。今後はそこで管理をされていかれると

思います。審議の程よろしくお願いいたします。 

 

議長         続きまして、同様に確認を行いました担当推進委員から何かありませ

んでしょうか。 

 

担当推進委員     特にありません。 

 

議長         はい。それでは、担当委員の説明が終りましたので、これより質疑に

入ります。農業委員の方、何かございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         推進委員の方からの質疑・意見等ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         再度、農業委員の方、質疑・意見ございませんか。 

 

           （なしの声） 
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議長         はい。質疑・意見がないようですので、採決をいたします。新規設定

１件１筆分について異議がない方は挙手をお願いいたします。 

 

           （全員挙手） 

 

議長         はい。全員挙手により、新規設定１件１筆分につきましては、原案の

とおり決定いたします。 

 

議長         続きまして、賃借権の新規設定１件１筆分について事務局の説明をお

願いいたします。 

 

事務局長       それでは、賃借権の新規設定１件１筆分についてご説明いたします。

総会資料の３７ページをご覧ください。賃借権の新規設定に係る申請で

ございます。申請人に関しましては、貸し手が○○市在住の方、借り手

は村内の法人の方でございます。３８ページをご覧ください。（申請地

所在について説明）。期間は１０年。賃借料の支払いにつきましてはご

覧のとおりとなっております。３９ページから４０ページまでに地籍図、

現況写真を添付しております。現地調査につきましては会長と担当推進

委員と共に１２月３日に行っております。以上でございます。 

 

議長         はい。それでは、事務局の説明が終りましたので、私から補足説明を

いたします。期日、時間は一緒です。（場所について説明）。先ほどの場

所と一緒で１枚に３名の方の名義になっておりますので、その２筆目の

方です。これもまた先ほどと一緒で賃借料は物納、借り手の方は認定法

人の方です。審議の程よろしくお願いいたします。 

 

議長         続きまして、同様に確認を行いました担当推進委員から何かありませ

んでしょうか。 

 

担当推進委員     特にありません。 

 

議長         はい。それでは、担当委員の説明が終りましたので、これより質疑に

入ります。農業委員の方、何かございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         推進委員の方からの質疑・意見等ございませんか。 

 

           （なしの声） 
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議長         再度、農業委員の方、質疑・意見ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         はい。質疑・意見がないようですので、それでは採決をいたします。

新規設定１件１筆分について異議がない方は挙手をお願いいたします。 

 

           （全員挙手） 

 

議長         はい。全員挙手により、新規設定１件１筆分につきましては、原案の

とおり決定いたします。 

 

議長         続きまして、使用貸借権の新規設定１件１筆分について事務局の説明

をお願いいたします。 

 

事務局長       それでは、使用貸借権の新規設定１件１筆分についてご説明いたしま

す。総会資料の４２ページをご覧ください。使用貸借権の新規設定に係

る申請でございます。（申請内容について説明）。４３ページから４４ペ

ージまでに地籍図、現況写真を添付しております。現地調査につきまし

ては貸し手の代理の方、会長と担当推進委員と共に１２月３日に行って

おります。以上でございます。 

 

議長         はい。それでは、事務局の説明が終りましたので、私から補足説明を

いたします。場所、時間は先ほどと一緒です。今回は貸し手の代理の方

が来られております。借り手の方は欠席で、以上４名で調査を行いまし

た。先ほどと同じ１枚の田んぼで３人の名義のところです。この案件に

ついては使用貸借ということで合意がなされております。借り手の方も

先ほどと一緒です。審議の程よろしくお願いいたします。 

 

議長         続きまして、同様に確認を行いました担当推進委員から何かありませ

んでしょうか。 

 

担当推進委員     特にありません。 

 

議長         はい。それでは、担当委員の説明が終りましたので、これより質疑に

入ります。農業委員の方、何かございませんか。 

 

           （なしの声） 
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議長         推進委員の方からの質疑・意見等ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         再度、農業委員の方、質疑・意見ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         はい。質疑・意見がないようですので、それでは採決をいたします。

新規設定１件１筆分について異議がない方は挙手をお願いいたします。 

 

           （全員挙手） 

 

議長         はい。全員挙手により、新規設定１件１筆分につきましては、原案の

とおり決定いたします。 

 

議長         続きまして、使用貸借権の新規設定１件２筆分について事務局の説明

をお願いいたします。 

 

事務局長       それでは、使用貸借権の新規設定１件２筆分についてご説明いたしま

す。総会資料の４５ページをご覧ください。使用貸借権の新規設定に係

る申請でございます。（申請内容について説明）。４７ページから４８ペ

ージまでに地籍図、現況写真を添付しております。現地調査につきまし

ては受け手の方、貸し手の代理の方、職務代理者と担当推進委員と共に

１２月３日に行っております。以上でございます。 

 

議長         はい。それでは、事務局の説明が終わりましたので、職務代理者から

補足説明をお願いいたします。 

 

職務代理者      はい。それでは、説明いたします。これも１２月３日の１０時より、

貸し手の代理の方、借り手の方、事務局長、担当推進委員そして私の４

名で行っております。（場所について説明）。ここは１枚に２筆入ってい

るところでございます。現在、綺麗に耕してありまして貸し手の方と借

り手の方は同級生ということで相対で話し合っているわけでございま

す。綺麗にしてありますので何ら言う事はありませんけれども、審議の

程よろしくお願いいたします。 

 

議長         続きまして、同様に立会いを行いました担当推進委員から何かありま

せんでしょうか。 
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担当推進委員     特にありません。 

 

議長         はい。それでは、担当委員の説明が終りましたので、これより質疑に

入ります。農業委員の方、何かございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         推進委員の方からの質疑・意見等ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         再度、農業委員の方、質疑・意見ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         はい。質疑・意見がないようですので、それでは採決をいたします。

新規設定１件２筆分について異議がない方は挙手をお願いいたします。 

 

           （全員挙手） 

 

議長         はい。全員挙手により、新規設定１件２筆分につきましては、原案の

とおり決定いたします。 

 

議長         続きまして、使用貸借権の新規設定１件２筆分について事務局の説明

をお願いいたします。 

 

事務局長       それでは、使用貸借権の新規設定１件２筆分についてご説明いたしま

す。総会資料の４９ページをご覧ください。使用貸借権の新規設定に係

る申請でございます。（申請内容について説明）。５１ページから５２ペ

ージまでに地籍図、現況写真を添付しております。現地調査につきまし

ては受け手の方、貸し手の代理の方、会長と担当推進委員と共に１２月

３日に行っております。以上でございます。 

 

議長         はい。それでは、事務局の説明が終りましたので、私から補足説明を

いたします。１２月３日９時４０分頃より、場所は先ほど審議をしてい

ただきました場所の隣の圃場となります。貸し手の方の代理の方、借り

手の方、事務局長、担当推進委員、私の５名で現地調査を行いました。

これは一昨年までは貸し手の方の代理の方が耕作をされておりました

が今年より今度の借り手の方で稲作をされていました。今後も今度の借

り手の方で農地を荒らさずに使用貸借で耕作をしてくれということで
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今回、正式に申請をされたようです。借り手の方は稲作を中心にされて

いる認定農業者の方です。審議の程よろしくお願いいたします。 

 

議長         続きまして、同様に確認を行いました担当推進委員から何かありませ

んでしょうか。 

 

担当推進委員     特にありません。 

 

議長         はい。それでは、担当委員の説明が終りましたので、これより質疑に

入ります。農業委員の方、何かございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         推進委員の方からの質疑・意見ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         再度、農業委員の方、質疑・意見ございませんか。 

 

           （なしの声） 

 

議長         はい。質疑・意見がないようですので、それでは採決をいたします。

新規設定１件２筆分について異議がない方は挙手をお願いいたします。 

 

           （全員挙手） 

 

議長         はい。全員挙手により、新規設定１件２筆分につきましては、原案の

とおり決定いたします。 

 

議長         次に日程１１「その他」となっております。事務局より、報告及び連

絡をお願いいたします。 

 

事務局長       「その他」について説明。 

          〇地域計画及び目標地図（案）の状況について 

          〇令和６年度山江村農業委員会先進地視察研修（案）について 

          〇令和６年度熊本県農地利用最適化推進ブロック別研修会について 

          〇ホームページ用議事録について 

          〇活動記録表について 

          〇農業委員手帳について（第３四半期報酬から差引） 

          〇広報委員会議について 
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          〇農地の耕作者（受け手）の情報提供について 

          〇令和７年山江村農業委員会新年会について 

 

議長         はい。日程９その他について事務局より連絡がありましたが皆様方か

ら質疑・意見等ございませんか。農地の売買希望等ありましたら総会終

了後でも結構ですので事務局の方にお願いしたいと思います。それでは、

次に日程１２「今後の行事」に移ります。事務局より説明をお願いいた

します。 

 

事務局長       今後の行事について説明。 

 

議長         はい。それでは、日程１３「閉会」に移ります。 

           以上を持ちまして、農業委員会１２月期総会を閉会いたします。どう

もお疲れ様でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 6年 12月 9日(月)午前 10時 16分終了 

 

                        議長             

 

                        委員             

 

                        委員             


